
           
 

 

平成28年10月31日 

沖縄電力株式会社 

 

「託送供給等約款」の認可申請について 

 

当社は、本日、改正電気事業法附則第３条第１項の規定に従い、同法第18条第１項

に規定された「託送供給等約款」の認可申請を経済産業大臣に行いました。 

「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利

用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の申請では、平成29年４月

１日より実施されるネガワット取引※１開始に向けた各種法令の改正や国の審議会※２に

おける議論の内容を踏まえ、以下のとおり見直しを行いました。 

 

・ネガワット事業者※３向けインバランス供給の新設 

現行制度においては、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者が自

ら定めた計画に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、一般送

配電事業者が調整する制度（インバランス供給）があります。今回、ネガワット事

業者が自ら定めた計画に合わせて需要家の電気の使用を抑制できなかった場合等

に生ずる電気の過不足についても「インバランス供給」の対象といたします。 

 

なお、本日認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経た

うえで、平成29年４月１日に実施予定です。 

以 上 

 

※１ 電気事業者等からの要請に応じて行った電力の需要削減の量や容量を取引すること 

※２ 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会、電力・ガス取

引監視等委員会 制度設計専門会合など 

※３ 複数の需要家を束ねて、需要削減量を電気事業者と取引する事業者のこと 

 

 

【関連資料 URL】 

http://www.okiden.co.jp/business/free/fre_dl.html 

 

 

 


